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いつまでも元気に暮らすために･･･ 

生活支援・介護予防 

住まい 

■在宅系サービス 
・訪問介護 ・訪問看護 

・通所介護 ・短期入所生活介護 

・福祉用具 

・小規模多機能型居宅介護 

・24時間対応の訪問サービス 

・看護小規模多機能型居宅介護 

             等 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 

           等 

■日常の医療 
・かかりつけ医，有床診療所 

・地域の連携病院 

・歯科医療、薬局 

地域づくり協議会（自治会，民生委員・児童委員,老人クラブ,

地区社会福祉協議会）,ボランティア団体,ＮＰＯ 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 

通所・入所 

■病院 
 急性期,回復期,慢性期 

病気になったら･･･ 

医 療 
介護が必要になったら･･･ 

介 護 

■地域で取り組む 
・介護予防教室やサロン活動等の 

 集いの場づくり 
・生活支援等のボランティア活動 
・見守り活動        等 

第１層 
鈴鹿市全域 

第２層 
日常生活圏域 

第３層 
地域づくり 
協議会単位 

・生活支援 

 コーディネーター 

・生活支援 

 コーディネーター 

・生活支援 

 コーディネーター 

医療と介護が必要になっても， 
住み慣れた地域で暮らし続けるために･･･ 

医療・介護連携 

・在宅医療・介護 
 連携支援センター 

・認知症初期集中 

 支援チーム 

・医療職,介護職,専門医 


